
伊平屋村�

伊是名村�

伊良部町� 多良間村�

上野村�下地町�

与那国町�

石垣市�竹富町�

粟国村�

渡名喜村�

北大東村�

南大東村�

久米島町�

座間味村�

渡嘉敷村�

国頭村�

東村�

大宜味村�

名護市�

今帰仁村�

本部町�

伊江村�

宜野座村�恩納村�

金武町�

読谷村�
石川市�

具志川市�

与那城町�

勝連町�

嘉手納町�
沖縄市�

北谷町�

北中城村�

中城村�
宜野湾市�
浦添市�

西原町�
那覇市�

糸満市�

豊見城市�

南風原町�

具志頭村�
東風平町�

玉城村�大里村�

知念村�

佐敷町�
与那原町�

平良市�

城辺町�
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「
平
成
の
大
合
併
」

「
平
成
の
大
合
併
」
と
い
わ
れ
、
全
国
的

に
進
め
ら
れ
て
い
る
市
町
村
合
併
。
全
国

で
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
現
在
、
三

〇
三
〇
市
町
村
の
約
六
割
に
当
た
る
約
一

八
〇
〇
あ
ま
り
の
市
町
村
で
、
合
併
協
議

会
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

合
併
に
対
す
る
様
々
な
優
遇
措
置
が
盛

り
込
ま
れ
た
現
行
「
市
町
村
の
合
併
の
特

県
内
の
市
町
村
合
併

例
に
関
す
る
法
律
（
合
併
特
例
法
）」
の

適
用
期
限
は
平
成
十
七
年
三
月
末
で
す
。

現
在
、
期
限
内
の
合
併
申
請
を
目
標
に
、

県
内
に
お
い
て
も
、
六
つ
の
地
域
、
十
八

の
市
町
村
で
合
併
協
議
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

な
ぜ
今
、
市
町
村
合
併
か
？

住
民
の
日
常
生
活
圏
の
拡
大
や
少
子
高

齢
化
の
進
行
、
地
方
分
権
の
推
進
な
ど
を

背
景
と
し
て
、
市
町
村
に
は
政
策
立
案
・

実
務
能
力
の
さ
ら
な
る
向
上
、
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
広
域
化
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
国
・
地
方
と
も
に
財
政
状
況
は

極
め
て
深
刻
な
状
況
に
な
っ
て
お
り
、
平

成
十
六
年
度
末
の
国
・
地
方
合
計
の
長
期

債
務
残
高
は
約
七
一
九
兆
円
と
な
る
見
込

み
で
す
。

現
在
、
国
・
地
方
を
通
じ
た
構
造
改
革

と
し
て
、
地
方
交
付
税
や
国
庫
補
助
負
担

金
な
ど
国
に
依
存
し
た
財
源
の
見
直
し
が

進
め
ら
れ
て
お
り
、
県
内
市
町
村
に
お
い

て
も
、
よ
り
効
率
的
な
行
財
政
運
営
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

行
財
政
基
盤
の
充
実
・
強
化
を
図
る
こ

と
は
避
け
て
通
れ
な
い
重
要
な
課
題
で
あ

り
、
市
町
村
合
併
は
、
こ
う
し
た
課
題
に

対
応
す
る
最
も
有
効
な
手
段
の
一
つ
な
の

で
す
。

合
併
に
向
け
て
の
協
議
と
は
？

関
係
市
町
村
で
合
併
協
議
会
を
設
置

し
、
合
併
の
方
式
、
合
併
の
時
期
、
新
市

町
村
の
名
称
、
役
所
（
役
場
）
の
位
置
、

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
構
想
及
び
計
画
、

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
つ
い
て
話
し
合
う
の

が
一
般
的
で
す
。

県
内
の
各
合
併
協
議
会
で
は
、
市
町
村

の
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
こ
れ
ら
の
話

し
合
い
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
へ
会
議
を

公
開
し
て
協
議
を
進
め
て
い
ま
す
。

現
在
、
市
町
村
合
併
に
向
け
て
の
取
組
み
が
県
内
各
地
で
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
平
成
十
四
年
の
久
米
島
町
に
続
き
、
平
成
十
七
年
に
は

「
う
る
ま
市
」
の
誕
生
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

県
内
で
行
わ
れ
て
い
る
合
併
協
議
の
状
況
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

合併に向けた話し合いが山場を
迎えています。また、合併後の市
制施行に向けて福祉事務所設立準
備室を設置し、県において実務研
修を開始するなど順調に準備を進
めています。

昭和21年（1946年）の分村以来
の一体化を目標に、新市の名称を
「中城市」と決め、市役所の位置を
当分の間、北中城村役場とするなど、
来年３月の合併申請及び９月５日の
合併に向けた話し合いが大詰めを迎
えています。

平成15年２月の合併協議会設置以降22回にわ
たる協議を経て、平成16年８月16日に、４市町
長による合併協定調印式が行われ、４市町の議会
において廃置分合議案が可決されました。来年４
月１日の「うるま市」誕生に向けて、法律上の手
続や準備が進められることになります。

沖縄本島地域

離島地域

●伊平屋村・伊是名村地域
（伊平屋村・伊是名村合併協議会）

●宮古地域
（宮古地区市町村合併協議会）
（平良市・城辺町・伊良部町合併推進協議会）

●八重山地域
（八重山地域市町村合併協議会）

●具志川市・石川市・勝連町・
与那城町地域
（具志川市・石川市・勝連町・
与那城町合併協議会）

●中城村・北中城村地域
（中城村・北中城村合併協議会）

●佐敷町・知念村・玉城村・
与那原町地域
（佐敷町・知念村・玉城村・
与那原町合併協議会）

昭和14年（1939年）の分村以来の一体化を目標に、新村
の名称を「伊平屋村」とし、新村建設計画作成に当たって
知事との協議を開始するなど、来年の合併に向けた話し合
いが最終段階を迎えています。

平成14年４月に平良市、城辺町、下地町、上野村、伊良
部町、多良間村の６市町村で合併協議が進められてきまし
たが、平成16年４月以降合併市町村の枠組みの模索が続き、
９月28日、平良市、城辺町、伊良部町の３市町という新たな
枠組みで合併協議会を設置し、協議を開始したところです。

石垣市、竹富町、与那国町の３市町で合併に向けた話し
合いを進めています。与那国町の住民投票の結果をふまえ
今後、合併特例法適用期限内の合併に向けた話し合いが進
められることになります。

市町村
合併の動き
県内では、平成14年４月

１日に仲里村、具志川村の合
併により久米島町が誕生しま
した。また、平成16年10月
１日現在、６つの地域、18
の市町村で合併に向けた話し
合いが進められています。

●法定の合併協議会�

●合併市町村（１町）�

久米島町� 仲里村、具志川村�

新市町村の名称� 旧市町村名� 合併期日�

9,359 63.4 H14.4.1

人口（人）�面積（km）�

宮古地区市町村合併協議会�1

2

3

4

5

6

7

平良市、城辺町、伊良部町、�
上野村、下地町、多良間村�

合併協議会の名称� 構成市町村名� 合併目標期日� 名称�

H14.4.1 55,587

H15.6.16

H15.2.1�
（H13.12.1）�

H15.7.1�
（H14.12.25）�

H15.12.1�
（H15.2.20）�

H16.1.7�
（H15.11.18）�

3,427

109,992

48,705

42,784

30,732

225.9

37.1

85.9

591.8

41.7

27.0

H17.1.1

H17.7.31までの�
早い時期�

H17.4.1

合併特例法の�
適用期限内�

H17.3.31

H17.9.5

宮古市�
（H16.4.15活動休止）�

平良市・城辺町・伊良部町�
合併推進協議会�

平良市、城辺町、伊良部町� H16.9.28 47,895 161.7

伊平屋村�

うるま市�

（石垣市、八重山市、新石垣�
　市の３点に絞り協議中）�

（東方市、琉球市の２点に�
　絞り協議中）�

中城市�

設置年月日�
（任意協設置日）�

人口�
（人）�

面積�
（km）�

具志川市、石川市、勝連町、�
与那城町�

具志川市・石川市・勝連町・�
与那城町合併協議会�

八重山地域市町合併協議会�

佐敷町・知念村・玉城村・�
与那原町合併協議会�

中城村・北中城村合併協�
議会�

※法定協議会は７つ�

佐敷町、知念村、玉城村、�
与那原町�

中城村、北中城村�

伊平屋村・伊是名村合併�
協議会�

石垣市、竹富町、与那国町�

伊平屋村、伊是名村�

県
内
の
市
町
村
合
併

「ちゅらさん運動」で築く安全・安心な沖縄県 毎月３日は、「ちゅらさん運動の日」
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○平成17年４月以降、市町村の判断で、
地域住民と行政との協働の要として「地
域自治区」を設置することができるよう
になります。

●お問い合わせ　県市町村課
TEL.098-866-2134 FAX.098-866-2437

.
これまでの主な経緯と、合併協議会での協議内容

平
　
成
　
15

年

平
　
成
　
16

年

市町村の合併の特例に関する
法律の一部を改正する法律

（改正合併特例法）
○現行合併特例法の経過措置が講じられま
した。
平成17年３月31日までに県知事に合併の申請

を行い、平成18年３月31日までに合併する市町
村に対して、現行合併特例法が適用され、優遇措
置を受けることができます。

平成16年５月26日に、市町村の合併関連三
法が公布されました。
平成17年４月１日からこの新法の下、引き

続き市町村合併を推進していくことになりま
す。なお、現行特例法においても一部経過措置
が講じられました。

○合併後も旧市町村単位に一定の自治権を
認める「地域自治区」制度、「合併特例
区」制度等を活用することができるよう
になりました。

市町村の合併の特例等に関する法律
（合併新法）

○平成17年４月以降、合併新法に基づき、
市町村の自主的合併を引き続き推進して
いきます。

①　「合併特例区」制度の創設により、旧市町
村のまとまりに配慮しつつ合併することがで
きます。
②　合併に関する障害除去のための特例措置は
引き続き設けられていますが、合併特例債は
廃止になります。
③　総務大臣の定める基本指針に基づき、県が
具体的な市町村の組合せなど合併の構想を策
定して、市町村合併を推進していくことにな
ります。
県知事は構想に基づき、あっせんや調停、
勧告を行うことができるようになります。

地方自治法の一部を改正する法律
（改正地方自治法）

去
る
八
月
十
六
日
、
石
川
市
に
お
い
て

四
市
町
の
合
併
協
定
調
印
式
が
行
わ
れ
、

そ
の
後
九
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
に
か

け
て
、
具
志
川
市
、
石
川
市
、
勝
連
町
、

与
那
城
町
の
四
市
町
会
議
で
廃
置
分
合

（
合
併
）
の
議
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
具
志
川
市
（
知
念
恒

男
市
長
）、
石
川
市
（
平
川
崇
賢
市
長
）、

勝
連
町
（
藏
當
眞
徳
町
長
）、
与
那
城
町

（
具
志
堅
順
助
町
長
）
の
四
市
町
長
は
、

十
月
二
十
九
日
、
稲
嶺
知
事
に
廃
置
分
合

の
申
請
を
行
い
ま
し
た
。

合
併
に
向
け
た
今
後
の
手
続
き
と
し

て
、
新
た
に
設
置
さ
れ
る
「
う
る
ま
市
」

に
つ
い
て
知
事
が
総
務
大
臣
と
市
制
施
行

の
た
め
の
協
議
を
行
い
ま
す
。
そ
の
後
、

県
議
会
の
議
決
を
経
て
、
知
事
が
廃
置
分

合
の
決
定
を
行
い
、
総
務
大
臣
に
届
出
を

行
い
ま
す
。

そ
し
て
総
務
大
臣
の
告
示
を
経
て
、
来

年
四
月
一
日
に
「
う
る
ま
市
」
が
誕
生
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
う
る
ま
市
」
は
人
口
約
一
一
万
二
〇
〇

〇
人
（
平
成
十
六
年
三
月
末
住
民
基
本
台

帳
登
載
人
口
、
県
内
約
三
位
）、
面
積
八

五
・
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
平
成
十
五

年
十
月
、
県
内
第
五
位
）
と
な
り
、
本
島

中
部
の
新
た
な
中
核
的
都
市
と
し
て
の
発

展
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

具志川市・勝連町・与那城町合併協議会（法定協
議会）を具志川市に設置

2/1

具志川市議会等において、石川市の合併協議会加
入議案可決

6/13～19

合併住民説明会を４市町内計62カ所において開催6/8～8/5

「新市建設計画」について沖縄県知事との協議7/30～8/12

４市町議会で廃置分合議案可決9/28～30

４市町長が稲嶺知事へ廃置分合申請10/29

合併後の新市名称を公募11/1～12/31

具志川市・石川市・勝連町・与那城町合併協議会
に名称変更

7/1

４市町合併協定調印式8/16

石川市が加わり新たにスタート

協議中の様子

５月27日に開催したシンポジウム

合併調印式

合
併
に
向
け
た

今
後
の
手
続

新
市
誕
生
へ

▲▲▲▲
関
係
市
町
長
が
知
事
に

廃
置
分
合
を
申
請

知
事
が
総
務
大
臣
と

市
制
施
行
を
協
議

県
議
会
議
決
、

知
事
決
定

総
務
大
臣
告
示

「うるま市」の概要�
人口�

（H.16.3.31 基本台帳人口）�
112,116人（県内第３位）�

町・字名の取扱い�
※合併時に変更�

地域審議会の�
設置�

85.82km（県内第５位）�
2�
�

面積�
（H.15.10.1 国土地理院）�

具志川市みどり町1-1-1�
（現具志川市役所）�

本庁舎の位置�

●石川市、勝連町、与那城町�
　の地域�
字名に原則として旧市町名を�
冠する。�
（例）うるま市　石川伊波�
　　　うるま市　勝連平安名�
　　　うるま市　与那城平安座�

●具志川市の地域�
旧市名は残さない。�
（例）うるま市　みどり町�

旧市町ごとに、合併特�
例法第５条の４に基づく�
「地域審議会」を設置。�
（設置期間は合併後10年間）�

●第１回～第11回協議会の内容
合併の方式・時期、新市の事務所の位置、
電算システム統合等について協議、確認

●第12回～第20回協議会の内容
国民健康保険事業の取扱い等の確認、新市建設計
画（案）について協議。
新市の名称について協議、確認

●第21回～第22回協議会の内容
「新市建設計画」について最終案の協議、確認

IDB年次総会 2005年４月沖縄にて開催舞台は沖縄！　世界最大級の国際会議


